
政
令
第

号

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
二
条
第
三
項
各
号
及
び
第

六
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
住
宅
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
）

第
一
条

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
第
一
号
の
住
宅
の
構
造

耐
力
上
主
要
な
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
住
宅
の
基
礎
、
基
礎
ぐ
い
、
壁
、
柱
、
小
屋
組
、
土
台
、
斜
材
（
筋

か
い
、
方
づ
え
、
火
打
材
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
い
う
。
）
、
床
版
、
屋
根
版
又
は
横
架
材
（
は
り
、
け
た
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
い
う
。
）
で
、
当
該
住
宅
の
自
重
若
し
く
は
積
載
荷
重
、
積
雪
荷
重
、
風
圧
、
土
圧
若
し
く
は

水
圧
又
は
地
震
そ
の
他
の
震
動
若
し
く
は
衝
撃
を
支
え
る
も
の
と
す
る
。

（
住
宅
の
雨
水
の
浸
入
を
防
止
す
る
部
分
）

第
二
条

法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
の
住
宅
の
雨
水
の
浸
入
を
防
止
す
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
住
宅
の
屋
根

若
し
く
は
外
壁
又
は
こ
れ
ら
の
開
口
部
に
設
け
る
戸
、
枠
そ
の
他
の
建
具
と
す
る
。



（
住
宅
の
給
水
又
は
排
水
の
設
備
）

第
三
条

法
第
二
条
第
三
項
第
三
号
の
住
宅
の
給
水
又
は
排
水
の
設
備
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
住
宅
に
設
け
る
給
水
又
は

排
水
の
た
め
の
配
管
設
備
と
す
る
。

（
都
道
府
県
知
事
が
所
管
行
政
庁
と
な
る
住
宅
）

第
四
条

法
第
二
条
第
六
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
住
宅
の
う
ち
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第

九
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
主
事
を
置
く
市
町
村
の
区
域
内
の
も
の
は
、
同
法
第
六
条
第
一
項
第
四
号
に
掲

げ
る
建
築
物
（
そ
の
新
築
、
改
築
、
増
築
、
移
転
又
は
用
途
の
変
更
に
関
し
て
、
法
律
並
び
に
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
及
び
条

例
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
必
要
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
以
外
の
建
築
物
で
あ
る
住
宅
と
す
る
。

２

法
第
二
条
第
六
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
住
宅
の
う
ち
建
築
基
準
法
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

主
事
を
置
く
特
別
区
の
区
域
内
の
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
住
宅
と
す
る
。

一

延
べ
面
積
（
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
延

べ
面
積
を
い
う
。
）
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
住
宅

二

そ
の
新
築
、
改
築
、
増
築
、
移
転
又
は
用
途
の
変
更
に
関
し
て
、
法
律
並
び
に
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
及
び
条
例
の
規
定



に
よ
り
都
知
事
の
許
可
を
必
要
と
す
る
住
宅
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の

十
七
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
許
可
に
関
す
る
事
務
を
特
別
区
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該

住
宅
を
除
く
。
）

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
六
月
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
国
土
交
通
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

２

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
十
八
条
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

四

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
七
号
。
第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
を
除

く
。
）
の
規
定
に
よ
る
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。



理

由

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
そ
の
点
検
等
が
長
期
優
良
住
宅
の
維
持
保
全
に
該
当
す
る

こ
と
と
な
る
住
宅
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
等
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


